
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
提
出

質

問

第

二

四

二

号

非
正
規
労
働
者
の
雇
用
、
保
険
、
労
働
者
性
に
つ
い
て
の
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

服

部

良

一

242



非
正
規
労
働
者
の
雇
用
、
保
険
、
労
働
者
性
に
つ
い
て
の
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

非
正
規
労
働
者
の
増
加
と
、
労
働
条
件
の
悪
化
・
不
安
定
性
が
大
き
な
問
題
と
な
り
、
社
会
的
関
心
を
集
め
て
い
る
。
非
正

規
労
働
者
に
は
様
々
な
形
態
が
あ
る
が
、
共
通
し
て
、
労
働
条
件
の
不
安
定
性
が
大
き
な
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中

で
も
、
非
正
規
労
働
者
の
弱
い
立
場
に
乗
じ
た
形
で
、
意
図
的
に
現
行
法
の
適
正
適
用
を
行
わ
な
い
事
例
が
散
見
さ
れ
、
改
善

が
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

事
業
主
が
、
被
用
者
の
被
保
険
者
資
格
取
得
（
協
会
け
ん
ぽ
及
び
厚
生
年
金
保
険
）
を
届
け
出
な
い
問
題
に
つ
い
て

（
�
）

協
会
け
ん
ぽ
及
び
厚
生
年
金
保
険
に
つ
い
て
、
強
制
適
用
事
業
所
で
あ
り
な
が
ら
、
被
用
者
（
と
り
わ
け
非
正
規

や
有
期
雇
用
社
員
）
の
被
保
険
者
資
格
取
得
を
届
け
出
な
い
事
業
主
が
多
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
健
康
保
険
法
第
四

十
八
条
と
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
、
適
用
事
業
所
の
事
業
主
に
よ
る
被
保
険
者
資
格
取
得
届
出
は

明
確
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
適
用
除
外
に
つ
い
て
は
日
雇
、
一
般
公
務
員
、
船
員
な
ど
に
限
定
さ
れ
、
お
の
お

の
第
三
条
但
書
と
第
十
二
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
他
に
適
用
除
外
基
準
を
定
め
た
法
律
は
存

在
し
な
い
。

よ
っ
て
、
労
働
時
間
数
を
理
由
と
し
て
被
保
険
者
資
格
が
否
認
さ
れ
た
場
合
に
は
法
的
根
拠
が
な
い
と
考
え
る

一



が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

一
九
八
〇
年
六
月
六
日
付
社
会
保
険
庁
「
内
か
ん
」
は
、
「
当
該
事
業
所
に
お
い
て
、
同
種
の
業
種
に
従
事
す
る

通
常
の
就
労
者
の
、
所
定
労
働
時
間
及
び
所
定
労
働
日
数
の
、
お
お
む
ね
四
分
の
三
以
上
の
就
労
者
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
、
健
康
保
険
及
び
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
パ
ー
ト
労

働
者
を
対
象
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
「
内
か
ん
」
は
、
パ
ー
ト
労
働
者
の
急
増
に
鑑
み
、
「
社
会
保
険
加
入
促
進
の
た
め
の
行
政
指
導
例
示
」
と

し
て
、
社
会
保
険
庁
内
部
で
説
明
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
現
在
、
社
会
保
険
事
務
所
の
窓
口
に
お
い

て
、
当
該
「
内
か
ん
」
が
法
定
の
適
用
基
準
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
、
結
果
窓
口
応
接
に
混
乱
が
み
ら
れ
る
事
例
が
多

い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
一
部
の
事
業
主
が
こ
の
「
内
か
ん
」
に
基
づ
き
、
常
勤
労
働
者
の
週
労
働
時
間
を
二

九
�
五
時
間
と
し
て
契
約
を
行
い
、
こ
れ
を
「
四
分
の
三
に
満
た
な
い
」
と
し
て
健
康
保
険
及
び
厚
生
年
金
へ
の
加

入
義
務
を
果
た
さ
な
い
事
例
が
後
を
絶
た
な
い
と
い
う
指
摘
も
多
く
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
内
か
ん
」
を
唯
一
の
根
拠
と
し
て
、
被
保
険
者
資
格
の
否
認
や
、
被
保
険
者
資
格
の
確
認
請
求
の

却
下
を
続
け
て
い
る
社
会
保
険
事
務
所
が
一
部
で
存
在
す
る
。

二



こ
れ
ら
の
事
実
を
承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
指
摘
す
る
よ
う
な
事
例
が
発
覚
し
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
対

処
方
針
を
持
っ
て
い
る
か
。
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

社
会
保
険
事
務
所
な
ら
び
に
厚
生
局
が
認
め
た
雇
用
関
係
に
お
い
て
、
被
用
者
の
保
険
資
格
取
得
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場

合
の
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（
�
）

あ
る
企
業
（
製
造
業
）
が
、
そ
の
企
業
（
親
会
社
）
と
同
一
の
住
所
に
子
会
社
を
設
立
し
、
親
会
社
の
被
用
者
の

多
く
を
形
式
的
に
子
会
社
の
所
属
と
し
て
い
る
事
例
に
お
い
て
、
そ
の
被
用
者
が
、
実
質
的
な
使
用
者
は
親
会
社
で

あ
る
と
し
て
社
会
保
険
事
務
所
に
被
保
険
者
の
確
認
請
求
を
行
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
子
会
社
が
使
用
者
で
あ
る
と

さ
れ
て
当
該
社
会
保
険
事
務
所
に
よ
り
請
求
を
却
下
さ
れ
、
ま
た
係
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
管
轄
の
厚
生
局
に
も
同

様
の
理
由
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
場
合
の
、
管
轄
社
会
保
険
事
務
所
な
ら
び
に
厚
生
局
の
あ
る
べ
き
対
応
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

こ
の
場
合
、
管
轄
の
社
会
保
険
事
務
所
な
ら
び
に
厚
生
局
は
、
被
用
者
と
子
会
社
の
雇
用
関
係
を
認
め
た
こ
と
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
雇
用
関
係
を
認
め
つ
つ
も
保
険
資
格
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
雇
用
主
に
対
し
て

被
用
者
の
被
保
険
者
資
格
取
得
を
指
導
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。三



三

外
国
語
指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
の
雇
用
・
契
約
形
態
の
適
正
化
に
つ
い
て

（
�
）

近
年
、
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
（
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
）
で
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
を
導
入
す
る
例
が
増

加
し
て
い
る
が
、
教
育
の
質
の
確
保
や
授
業
の
管
理
向
上
と
い
っ
た
要
件
を
満
た
す
必
要
に
鑑
み
れ
ば
、
間
接
雇
用

や
外
注
は
困
難
な
た
め
、
Ｊ
Ｅ
Ｔ
（
国
際
交
流
事
業
）
を
含
め
、
地
方
公
共
団
体
が
講
師
を
直
接
雇
用
す
る
の
が
最

良
の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
外
国
人
教
師
の
雇
用
に
お
い
て
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保

及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
労
働
者
派
遣
法
）
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
実
態

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

労
働
者
派
遣
法
に
よ
れ
ば
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
外
注
は
原
則
と
し
て
一
年
限
り
で
継
続
は
で
き
ず
、
一
年
を
超
え
る
場

合
、
派
遣
先
の
地
方
公
共
団
体
は
派
遣
労
働
者
を
直
接
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
部
の
教
育
委
員

会
や
契
約
業
者
が
、
一
学
期
と
三
学
期
は
授
業
を
半
分
し
か
実
施
し
な
い
、
一
年
間
に
九
ヵ
月
の
契
約
を
反
復
す
る

な
ど
の
手
法
に
よ
り
、
継
続
雇
用
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
例
を
認
識
し
て
い

る
か
。
ま
た
、
指
摘
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
直
接
雇
用
を
促
す
べ
く
指
導
を
行
う
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四



（
�
）

労
働
者
派
遣
法
上
の
義
務
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
一
部
の
教
育
委
員
会
と
契
約
業
者
が
、
実
質
的
に
は

派
遣
労
働
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
上
は
「
委
託
」
と
す
る
偽
装
委
託
が
拡
大
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ

る
。
文
部
科
学
省
と
厚
生
労
働
省
は
、
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市
教
育
委
員
会
主
管
部
長
に
対
し
て
、
テ
ィ
ー
ム
・

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
で
の
委
託
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
通
知
（
平
成
二
一
年
八
月
二
八
日
、
二
一
初
国
教
第
六
五
号
）

を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
部
の
教
育
委
員
会
と
契
約
業
者
は
、
教
諭
と
Ａ
Ｌ
Ｔ
が
一
〇
分
ず
つ
交
互
に
授
業
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
委
託
は
可
能
、
授
業
の
打
合
せ
を
せ
ず
口
を
き
か
ね
ば
、
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
に
は
あ

た
ら
ず
、
委
託
は
可
能
等
の
見
解
の
も
と
、
当
該
通
知
に
則
ら
な
い
契
約
を
行
っ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
例
を
承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
偽
装
委
託
と
指
摘
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
、
調
査
・
摘
発
等
の
措

置
を
と
る
方
針
は
あ
る
か
。

（
�
）

文
部
科
学
省
が
実
施
し
た
都
道
府
県
・
指
定
都
市
教
育
委
員
会
を
対
象
に
「
外
国
語
指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
の
雇

用
・
契
約
形
態
に
関
す
る
調
査
」
を
行
い
、
文
部
科
学
大
臣
も
二
〇
一
〇
年
七
月
一
四
日
の
会
見
で
、
「
こ
の
実
態

を
、
い
ず
れ
に
し
て
も
私
ど
も
と
し
て
は
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
や
は
り
労
働
者
派
遣
契
約
な
ど

で
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
実
態
を
し
っ
か
り
受
け
と
め
た
上
で
、
ま

五



た
改
め
て
指
導
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
調
査
結
果
に
基
づ
く
全
般
的
な
問
題

認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
同
時
に
、
本
調
査
に
よ
り
、
少
な
く
な
い
数
の
教
育
委
員
会
が
偽
装
と
の
指
摘
が
あ

る
前
述
の
委
託
契
約
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
が
、
雇
用
・
契
約
形
態
に
係
る
法
律
の
遵
守
を
徹
底
す
る
た

め
、
今
後
の
指
導
の
予
定
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

Ａ
Ｌ
Ｔ
の
雇
用
・
契
約
形
態
に
関
す
る
労
働
者
派
遣
法
や
職
業
安
定
法
違
反
の
認
定
数
な
ら
び
に
改
善
勧
告
件
数

を
、
労
働
局
毎
、
業
者
毎
、
教
育
委
員
会
毎
に
、
そ
れ
ぞ
れ
過
去
一
〇
年
度
分
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
法
令

違
反
を
認
定
さ
れ
て
も
入
札
先
を
変
更
し
て
同
様
の
委
託
業
務
契
約
を
繰
り
返
す
業
者
も
散
見
さ
れ
る
現
状
に
鑑
み

る
と
、
違
反
を
し
た
契
約
業
者
名
の
公
表
等
、
再
発
を
防
止
す
る
手
段
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
な
方
針
の

有
無
な
ら
び
に
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
�
）

こ
れ
ら
労
働
者
派
遣
法
違
反
と
さ
れ
る
事
案
の
中
で
、
教
育
委
員
会
が
、
改
善
策
と
し
て
「
よ
り
委
託
に
近
づ
く

変
更
」
を
あ
げ
て
い
る
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
策
で
は
、
外
国
語
指
導
助
手
に
対
す
る
派
遣

先
の
学
校
の
指
揮
命
令
を
完
全
に
な
く
す
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
ま
た
、
学
校
か
ら
の
指
揮
命
令
が
な
く
な
る
の

で
あ
れ
ば
、
学
校
教
育
法
な
ど
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
一
括
下
請
負
を
容
認
す
る
結
果
と
な
る
。
係
る
認
識
も
踏
ま
え

六



た
上
で
、
教
育
委
員
会
、
学
校
長
、
教
諭
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
に
対
す
る
管
理
責
任
に
関
す
る
根
拠
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

民
間
企
業
が
運
営
す
る
英
会
話
教
室
講
師
の
雇
用
・
契
約
形
態
の
適
正
化
に
つ
い
て

（
�
）

英
会
話
教
室
を
運
営
す
る
民
間
企
業
の
多
く
が
、
講
師
を
労
働
者
で
な
く
個
人
請
負
と
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ

る
。
結
果
、
多
く
の
講
師
に
対
し
て
、
労
働
基
準
法
や
公
的
保
険
の
遵
守
義
務
が
適
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
年
次
有
給

休
暇
取
得
や
健
康
保
険
、
年
金
へ
の
加
入
が
出
来
な
い
と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し
て
い
る
。
都
道
府
県
労
働
委

員
会
が
、
講
師
を
労
働
者
と
し
た
判
断
と
命
令
を
決
定
し
た
例
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
大
阪
府
労
働
委
員
会
）
が

あ
る
が
、
当
該
命
令
は
守
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
講
師
が
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
、
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
で

き
な
い
と
申
告
を
し
た
事
例
に
お
い
て
、
監
督
官
が
、
「
労
働
基
準
監
督
署
は
労
働
者
性
を
判
断
で
き
な
い
」
と
判

断
し
た
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

実
態
と
し
て
労
働
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
請
負
契
約
を
行
っ
て
雇
用
責
任
を
回
避
し
て
い
る
使
用
者
に
対

し
て
は
、
講
師
の
労
働
者
性
に
つ
い
て
の
判
断
な
ら
び
に
社
会
保
険
等
の
適
用
に
つ
い
て
適
切
に
指
導
を
行
う
べ
き

と
考
え
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七
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講
師
を
個
人
請
負
と
し
雇
用
保
険
に
さ
え
加
入
さ
せ
な
い
一
方
で
、
厚
生
労
働
省
に
よ
る
「
授
業
料
還
付
の
教
育

訓
練
給
付
金
」
コ
ー
ス
の
指
定
を
受
け
て
い
る
企
業
も
存
在
す
る
。
違
法
と
さ
れ
る
偽
装
委
託
を
行
う
企
業
に
対
し

て
、
厚
生
労
働
省
が
助
成
金
を
支
給
す
る
の
は
不
適
切
だ
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

八


